
　
町
内
の
業
者
を
活
用
し
て
自
宅
を
リ

フ
ォ
ー
ム
し
た
場
合
に
、
費
用
の
一
部

を
補
助
し
ま
す
。

対
象
者

《
申
請
者
の
要
件
》

・
町
内
に
築
５
年
以
上
の
住
宅
を
所
有

し
、
そ
こ
に
居
住
し
て
い
る
人

・
右
記
住
所
で
住
民
基
本
台
帳
に
登
録

さ
れ
て
い
る
人

・
過
去
に
、
本
事
業
お
よ
び
甘
楽
町
住

環
境
改
善
助
成
事
業
の
交
付
を
受
け
て

い
な
い
人

《
申
請
者
お
よ
び
同
居
し
て
い
る
共
有

者
（
住
宅
の
共
有
名
義
の
所
有
者
）
の

要
件
》

・
町
税
な
ど
を
滞
納
し
て
い
な
い
こ
と

・
暴
力
団
員
な
ど
で
な
い
こ
と

対
象
住
宅
　
補
助
金
対
象
者
が
所
有
し

居
住
す
る
築
５
年
以
上
の
住
宅

申
込
期
限
　

令
和
８
年
２
月
27
日
㈮

※
予
算
に
達
し
次
第
、

締
め
切
り
と
な
り
ま
す
。

対
象
工
事

（
次
の
要
件
を
全
て
満
た
す
こ
と
）

・
内
装
、
浴
室
、
ト
イ
レ
、
外
壁
の
塗

装
な
ど
の
生
活
環
境
向
上
を
目
的
と
す

る
リ
フ
ォ
ー
ム
工
事
で
あ
る
こ
と

※
令
和
７
年
度
よ
り
エ
ア
コ
ン
、
給
湯

器
の
補
助
は
住
民
課
環
境
係
の
「
省
エ

ネ
ル
ギ
ー
家
電
製
品
購
入
費
補
助
金
」

へ
移
管
さ
れ
ま
し
た
。

・
町
内
の
業
者
（
法
人
は
本
店
が
町
内

に
あ
る
業
者
）
に
発
注
す
る
工
事
で
あ

る
こ
と

・
補
助
対
象
の
工
事
費
用
が
10
万
円

（
税
込
み
）
以
上
で
あ
る
こ
と

・
補
助
金
の
交
付
決
定
を
受
け
る
ま
で

工
事
に
着
手
し
て
い
な
い
こ
と

・
工
事
完
了
後
30
日
以
内
ま
で
に
工
事

完
了
報
告
が
で
き
る
こ
と

※
年
度
内（
令
和
8
年
3
月
31
日
ま
で
）

に
工
事
が
完
了
し
な
い
場
合
は
対
象
外

補
助
金
額

《
補
助
率
》
補
助
対
象
の
工
事
費
用
の

10
％
以
内
（
中
学
生
以
下
の
子
ど
も
が

い
る
場
合
は
20
％
以
内
）

《
限
度
額
》
20
万
円

申
請
・
問
合
せ

建
設
課
都
市
計
画
係
　

☎ 

(64)
８
３
２
２
　

FAX 

(74)
５
８
１
３

◎
年
末
調
整
に
関
す
る
説
明
会
・
個
別

相
談
会
を
開
催

　
令
和
７
年
度
の
税
制
改
正
に
よ
り
、

「
所
得
税
の
基
礎
控
除
及
び
給
与
所
得

控
除
の
見
直
し
」、「
特
定
親
族
特
別
控

除
の
創
設
」
が
行
わ
れ
、
令
和
７
年
12

月
に
行
う
年
末
調
整
か
ら
適
用
さ
れ
ま

す
。
年
末
調
整
に
関
す
る
説
明
会
・
個

別
相
談
会
を
開
催
し
ま
す
の
で
、
希
望

す
る
人
は
事
前
予
約
の
上
、
ご
参
加
く

だ
さ
い
。

日
時
　

11
月
17
日
㈪
　
①
午
前
10
時
～
11
時
30

分 

②
午
後
２
時
～
３
時
30
分

11
月
18
日
㈫
　
③
午
前
10
時
～
11
時
30

分 

④
午
後
２
時
～
３
時
30
分

場
所
　
富
岡
税
務
署
　
大
会
議
室

（
富
岡
市
富
岡
２
７
４
１
‐
１
）

定
員
　
各
15
人
（
事
前
予
約
制
）

予
約
・
問
合
せ
　

富
岡
税
務
署

法
人
課
税
部
門
　

☎ 
(63)
２
５
２
４
（
直
通
）

◎
年
末
調
整
や
確
定
申
告
は
、
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
使
っ
て
自
動
入
力

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
使
っ
て
マ

イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
と
連
携
す
る
こ
と
で
、

控
除
証
明
書
な
ど
の
必
要
書
類
の
デ
ー

タ
を
一
括
取
得
し
、
各
種
申
告
書
の
該

当
項
目
へ
自
動
入
力
す
る
こ
と
が
で
き
、

控
除
証
明
書
な
ど
の
集
計
や
１
件
ず
つ

入
力
す
る
手
間
が
な
く
な
り
ま
す
。

　
詳
し
く
は
、
国
税

庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ「
マ

イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
連
携

特
設
ペ
ー
ジ
」を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
お
よ
び
電
子

証
明
書
の
有
効
期
限
に
ご
注
意
く
だ
さ

い
。
有
効
期
限
や
更
新
手
続
な
ど
の
詳

細
は
、
下
記
の
２
次

元
コ
ー
ド
で
確
認
で

き
ま
す
。

問
合
せ
　

富
岡
税
務
署
総
務
課
　

☎ 

(63)
２
２
３
５

自
動
音
声
案
内
で

「
２
」
を
選
択
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